
「帯広市児童保育センター（農村部エリア）」指定管理者の候補者選定結果 

 

「帯広市児童保育センター（農村部エリア）」の指定管理者の候補者については、帯広市児童保

育施設指定管理者選定委員会における選定結果を踏まえ、下記のとおり選定しました。 

なお、指定管理者の指定については、12月の市議会の議決を経た後に行うことになります。 

 

１．申請団体数 １団体 

２．選定結果  社会福祉法人 帯広保育事業協会（帯広市西１５条南４０丁目２番地）を候補

者として選定しました。 

３．選定理由 

選定基準及び審査項目に照らし合わせて採点した結果、保育理念に基づいた保育計画を持ち、

保育の質の向上のほか、年間カリキュラムなど学齢期に応じた質の高い保育サービスの提供

が期待できること、事業計画の内容が施設の効用を発揮できるものであること、施設の管理

を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しているものと認められることか

ら、指定管理者の候補者として選定したものです。 

４．選定委員会の概要 

(1) 委員会の名称  帯広市児童保育施設指定管理者選定委員会 

(2) 委員会構成   ８名（うち民間有識者等４名） 

(3) 審査日時・内容 

第１回：令和元年 ８月２９日 募集要項等の協議等 

第２回：令和元年１０月２８日 申請団体への聴き取り調査、採点評価 

第３回：令和元年１０月３１日 申請団体への聴き取り調査、採点評価、候補者の選定 

(4) 選定基準及び評価点  下表のとおり 

選定基準(評価点の配点) 
(社福)帯広保育事業協会 

(候補者) 

利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること 

(２５点×８人＝２００点) 
１６４ 

事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること 

(１７点×８人＝１３６点) 
１０７ 

事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の

規模及び能力を有していること、又は確実に確保できる見込みがあること 

(３５点×８人＝２８０点) 

２４８ 

収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られること 

(８点×８人＝６４点) 
５０ 

その他の事項（危機管理体制・情報管理等） 

(１５点×８人＝１２０点) 
１０５ 

総合評価点 

(１００点×８人＝８００点満点) 
６７４ 

応募金額(単位:千円) １３１,８４８ 

５．設定した基準管理費用  １３１,８４８千円 


